
3TMRI予約や会計の手続き



必要書類を提出

実験・装置利用の承認

マシンタイムの予約と利用台帳の提出
予約権限を持つ者がグループウェアから予約

→ 利用台帳の提出

3T MRI装置を用いての実験の実施

利用者

事務局

利用者

利用者

利用月の翌月に利用料の請求があります。忘れずに支払い手続きをしてください。

3T-MRI実験実施申請
誓約書
倫理委員会承認書類の写し
3T-MRI装置利用申請(許可)書

実験内容や装置利用に関する相談
(任意,ただし所内/共同研究での利用でない場合は必須)

利用者

書類の提出先 ： idac-mri-office*grp.tohoku.ac.jp （*を@に変更してください）

相談窓口 ： idac-mri*grp.tohoku.ac.jp （*を@に変更してください）



使用前手続き

1. 事前の利用相談

・所内/共同研究での利用でない場合は事前に実験内容などをご相談ください。

2. 必要書類を提出

・使用に関わる書類：3T-MRI実験実施申請(書式1)、誓約書(書式2) 、

実施実験の倫理委員会承認書写し

・会計情報の書類：3T-MRI装置利用申請(許可)書

※最初に１件は必ず提出してください。

予算コード未定等による未記載事項がある場合は事務局にお申し出ください。

提出先は idac-mri-office*grp.tohoku.ac.jp (*を@に変更してください)

・申請に対して数日を目安にセンター事務担当から返信があります。



使用・使用後手続き
1. マシンタイムの予約

• 研究グループ内の予約権限を持つ者がグループウェア(GW)から予約。

• 予約をする者は、原則3T-MRI設備管理委員会に出席し装置の最新の

状況を把握する。

• それ以外の場合は相談窓口に事前相談を。

• GW上ではマシンタイムと[申請]実験名（実験担当者/現場担当者/安全責任者*）を記載。

*安全責任者
・役割: MRI実験の安全に関する判断。
・要件：東北大学教員
・責任：被験者の安全性の問題が疑われた際の撮像可否判断。事故や装置の故障、エラー等への対応と、3T-MRI管理委員会への経緯の報告。
・注意点:加齢医学研究所内におり、現場担当者とすぐに連絡がつく状態となっている必要がある**。
現場担当者
・役割：MRI実験に関わる装置操作。
・責任：機器の操作と安全に関わる即時の判断。被験者の安全性が疑われた際に実験を即時中止し安全責任者に判断を仰ぐ。MRI装置に関わる基本的操作を問題なく

こなすことができる。被験者とのコミュニケーションを問題なくとることができる。
詳細はガイドライン8pを参照してください。これらはすべて実験実施申請書上で該当する者が明記されていますので、ご参照ください。

2. 利用台帳の提出

• 利用台帳(各マシンタイムの詳細と会計情報に関する書類・脳MRIセンターHPからDL)を
作成し、予約した旨と利用台帳を脳MRIセンター事務に提出。



使用・使用後手続き

3. 事務担当者が利用台帳確認後、GW上での予
約名の[申請]を【確定】とする。

4. 被験者数追記

• 実験終了後に、グループウェアに被験者数
（撮像した人数）を追記

• 傷害保険対象被験者数の正確な把握に必要
となる。



テストランについて

• 承認された実験は2時間まで無料でテストランを行うことができます(2時間枠) 。

• 24時間以内に予約が入っていない場合、規定2時間枠とは別にテストランを行うことがで
きます(24時間前枠)。

• テストランでの利用も、MRIを予約し、利用台帳を提出します。

・GW上では通常の情報に加え「テストラン(2h枠or24h枠)」と明記。

・利用台帳では利用料を0円、備考欄に
「テストラン(2h枠or24h枠) 」と明記。

詳細はガイドライン11p、12pを参照

利用台帳



テストランの有償利用変更

• テストランとして予約した枠内で、有償利用に切り替える
ことも可能です。

• データを転送し確認することが可能になります。

• その場合、実験終了後にグループウェアの「テストラン」
の記載は削除し、被験者数を記載して下さい。

• 利用グループのメンバーを撮像した場合は、研究・教育の
一環として大学の保険としてカバーされるため、被験者人
数に含みません。実験終了後の被験者数は、0名と記載して
ください。

• 通常のテストランの場合は、撮像があったとしても内部メンバーのた
め、基本0名となるのでグループウェアでの被験者数入力不要です。
有償利用に切り替えた場合は被験者数として記載してください。

有償利用に変更した場合の実験後



MRI装置利用予約の際のお願い

• 長時間の撮像を連続して行うと装置の冷却ができず故障の原因
となってしまいます。

• 昼や夜に各1時間程度撮像を行わない時間をいれるように予約
をお願いいたします。

(例：9時~12時、13時〜17時、18時〜21時で利用する)

MRI装置が故障した際の影響が大きいため、
ご協力いただけますようお願い申し上げます。



書類手続きに関して

・ 3T-MRI装置利用申請(許可)書は実験実施申請ごとに作成。

・ 利用責任者は「財源の管理者」であり、実験責任者と別でも
よい。ただし、双方の名前がいずれの書類の体制にも必要。

・一つの実験で複数の予算を使う場合は予算ごとに利用申請(許
可)書を作成。随時追加も可。利用責任者が複数いてもよい。

・利用台帳は月ごと、かつ利用申請(許可)書ごとに作成。

・イレギュラーが想定される場合は事前相談を推奨します。



MRI利用料支払いに関する注意点

• 【次年度の利用予約】3T-MRI利用申請(許可)書は原則年度ごと
の提出となります。ある年度から次年度のMRI利用を予約する
際は、必ず次年度の利用予算と利用者を明記した3T-MRI利用
申請(許可)書を作成し、あらかじめ事務担当者まで送付してく
ださい。

• 【予算の期限について】通常は利用翌月に利用料の請求を行い
ますが、予算の期限等の事情から請求を早めにしてほしい場合
があるかもしれません。特に学外の利用者の方の場合、利用料
の請求に時間がかかりますので、お早めにご相談ください。



災害や設備故障等による使用取り消しの流れ

MRI装置利用中止の連絡

MRI装置利用中止の受諾

GW上での予約削除

利用者 脳MRIセンター

*希望する場合は代替日について(仮)予約。
被験者都合等で代替日がすぐに決まらない
場合は別途申請。 *代替日について申請があった場合はその承認



若手研究者の共用機器利用支援制度
について

東北大学に所属する若手研究者向けの共用機器利用支援制度があります。
https://c.bureau.tohoku.ac.jp/wakatesetsubishien/

https://c.bureau.tohoku.ac.jp/wakatesetsubishien/


若手研究者の共通機器利用支援制度に
ついて②制度利用の流れ1
① 装置利用の承認を得て、利用申請許可書が脳MRIセンターから発行され
ていることが必要です。また3T-MRI装置利用申請(許可)書を提出する際、
利用責任者*名と予算の研究代表者名が制度を利用する若手研究者本人で
あることが必要です。

② 利用申請(許可)書が発行されたら、すみやかに制度利用登録のGoogle
フォームに登録します。急ぎの場合、申請フォーム上で記載されている
問い合わせ先に、登録した旨連絡することをおすすめします。

*利用責任者：MRI装置の利用料支払いに用いる財源の管理者です。実験実施申請書と誓約書における実験責任者とイコールで
ある必要はありません。ガイドライン11pより

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd80WEUqo-aUVwxPTT3iDhgtyeeOTalTvwaKFOJPmm1kjJ-BA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd80WEUqo-aUVwxPTT3iDhgtyeeOTalTvwaKFOJPmm1kjJ-BA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd80WEUqo-aUVwxPTT3iDhgtyeeOTalTvwaKFOJPmm1kjJ-BA/viewform?usp=sf_link


若手研究者の共通機器利用支援制度に
ついて③制度利用の流れ2
③ 利用者に対して制度利用について承認通知があります。

④ 各利用時に提出する利用台帳の備考欄に「若手利用」など

制度を利用することを明示します。

利用台帳の記入例より。



若手研究者の共通機器利用支援制度に
ついて④注意点
・制度の遡っての適用は認められません。実際の装置使用前に
必ず制度利用の承認通知書を得られるよう余裕をもって登録して
ください。通知書に記載されている「適用する期間」のみ制度の
適用が認められます。
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